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本日9時30分に、2025年7月25日に１級建築士の製図試験課題「庁舎」として下記の要求

図書、留意事項、注意事項が公開されました。

庁舎となると一般には、行政サービスとなる窓口、事務室、区議会、地域への公共施設と

しての図書館、生涯学習、市民活動施設があり、それ以外に災害対策諸室が関連してく

ると想定できます。

それらの各詳細は、明日からのユーチューブで解説していきます。

本日は、大手資格学校など、当たり障りの少ない無難な所見を示されると思いますが、９

年連続で３種類の予測課題のみで本試験の80％以上を的中させている建築資格研究会

は、一歩踏み込んだ少々過激的な予測を含めた所見を以下の通り解説するので、最後ま

で見て下さい。

（1）要求図書、3階建てまたは7階建て、吹抜けが出題されると想定します。

（2）留意事項、昨年に引き続き大地震等の構造計画の指定があり、これは確実に出題さ

れると推定します。

（3）注意事項、例年通り法規違反は一発不合格、更に昨年から厳しい審査となった要求

室等の設計与条件ミスも一発不合格と判断します。

以下、これらについて解説します。
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（1）要求図書、3階建てまたは７階建て、吹抜けが出題されると想定しますについて解説し

ます。

25日に公表された要求図書は、令和6年大学の内容と同じものです。
表１に示すように、令和元年から令和6年までは、１階平面図、２階平面図、３階等平面図、
断面図の作図が４つですので、令和7年も同様と判断できます。
研究会では、庁舎という用途から、階数は地方の庁舎なら３階建て、都心の庁舎なら７階
建て（５階建てもあり）と想定し、更に吹抜け（アトリウム含む）が出題されると推定します。
３層以上の吹抜けは、令和元年に出題されてから久しく出ていませんが、防火区画等の
法適合が難しいので、出題された場合、一発不合格にならないように注意が必要です。
今後、庁舎の計画と共に、吹抜けも含めた法適合の解答例等を詳細に解説していきます。
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（2）留意事項は、R6大学の内容と全く同じです。

特に「④大地震等の自然災害が発生した際に、建築物の機能が維持でき
る構造計画とする。」は、２年連続での出題であることから、構造計画では
免震構造、計画の要点等では天井等落下防止対策は要注意です。
２年連続でもでるのかと疑問を持つ方もいるかと思いますが、他の内容で
の過去２年連続の出題はあったので、しっかり学習する必要があります。
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（3）注意事項、「例年通り法規違反は一発不合格、更に昨年から厳しい審

査となった要求室等の設計与条件ミスも一発不合格と判断します。」につ

いて解説します。

令和6年の大学について試験復元図を検証すると、ここに示す赤字の関係

法令と設計与条件の違反の図面は、確実に一発不合格になっていました。

26日の課題、大学で示された注意事項は、下記であり、例年通りの内容で

す。

ただし、この法令違反と設計条件違反は、従来に比較すると令和5年と令

和6年が非常に厳しい審査、つまり要求室の中の「特記事項」の詳細な内

容であっても、一つでも書き忘れ等があれば、それで一発不合格になって

いると推定できるので、本当に十分注意すべき事項です。

この法令違反と設計与条件違反は、ユーチューブ解説の他、各自の添削
の中で詳細にチェックすると共に解説もします。
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ランクⅢとランクⅣの合計比率は、平成時代に約３割であったものが、令
和に約６割と大きく変わりました。

更に、令和6年には、約７割と更に高い比率となっています。

ランクⅣの比率は、平成時代が約3割だったものが、令和に入り約4割と跳
ね上がり、更に令和6年は48％と約５割に近づきました。

昨年、多くの図面を検証した結果、ランクⅣとなった理由は、法令違反と要
求室等の設計与条件違反と判断しています。

何が法違反なのか？どこが設計与条件の違反なのか？は、自分の図面を
詳細に添削したもののみで分かるようになります。

研究会の添削案内は、明日から毎日アップするユーチューブ解説で紹介し
ますが、１件あたり２時間以上をかけてますので、資格学校が多数の受講
生から十分な法違反等の添削ができていないことへのフォローとなります
ので、ご利用を検討してみて下さい。

以上で1級製図合格するぞ「R7課題庁舎の所見」の解説を終了します。


